
平成28年度 芦屋市自立支援協議会 実務者会 <報告>  

１．実務者会構成員について 

（資料１-2参照） 

２．実務者会開催経過と協議内容 

第 1回（9月 27日） 第 2回（11月 29日） 第 3回（2月 21日） 

実施内容 ・経緯の報告 

・今年度の実務者会の運営

や内容等について 

・障害福祉ｻｰﾋﾞｽから介護保

険への移行者数の説明 

・しょうかいシートの説明 

・障害福祉ｻｰﾋﾞｽから介護保

険への移行事例を紹介 

・相談支援をつなぐ研修会

の報告 

検討事項 ・平成27年度に絞られた

8課題（専門部会で取り

組んだ2課題を除く）を

再検討（個別ﾜｰｸ､ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾜｰｸ） 

・意見抽出や課題の解決手

段があるかを検討（ｸﾞﾙｰ

ﾌﾟﾜｰｸ） 

・第 2 回実務者会から引

続き、障害福祉ｻｰﾋﾞｽか

ら介護保険への移行に

関する課題整理や解決

手段を検討（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ） 

ｷｰﾜｰﾄﾞ 「情報」「共有」 「周知」「説明」 「連携方法」「発信方法」 

委員から

出された

意見 

・高齢障がいの課題に関し

ては情報を出して話し合

う 

・障がいｻｰﾋﾞｽと介護保険

ｻｰﾋﾞｽでは費用負担が違う 

・家族も高齢化している場

合、障がいのある人本人へ

の説明に苦慮する 

・知的障がいのある人の入

所施設利用者の場合、家

族からも「今のまま」、介

護保険ｻｰﾋﾞｽへの移行を

望まないこともある 

・障害福祉ｻｰﾋﾞｽと介護保険

両方で使える事業所が増

やせると、本人にとって

は負担が少ない 

・課題や解決手段に加え、

計画相談員がｹｰｽ数増に

伴いｷｬﾊﾟｼﾃｨを超えてい

る 

・連携や発信方法の具体案

を検討する必要がある 

その他 ・行政と事業所からｷｰﾜｰﾄﾞ

に伴う事例収集を行う 

【結果】障害福祉ｻｰﾋﾞｽか

ら介護保険に移行する

際の事例が多数 

資料２



～事例収集した事例抜粋～ 

① 事業所が混乱した事例 

男性 統合失調症（支援区分2） 精神障害者手帳2級 

介護保険移行に伴い自己負担が生じる可能性を伝えると、介護認定調査を拒否し申請に時間を

要した。非該当になったが、障がいの居宅介護の請求が間に合わず遡及請求となった。 

② 本人不利益の事例 

男性 慢性肺気腫・感音性難聴（支援区分3） 身体障害者手帳1級 

介護認定調査が本人の誕生月になり、要支援が出たのが誕生日2日前。障害福祉サービスは終

了し、介護保険ケアマネと契約。介護保険サービスの調整が必要だが後に周った。 

③ 連携不足から生じた不信感が残った事例 

女性 知的障害（支援区分2） 療育手帳B2 

込み合っているという理由で、65 歳になった時点で介護認定調査が終了しておらず、障害福

祉サービスを継続していたが、受給者証期限が切れた。そのため、受給者証と介護保険証がな

い状態でサービスが継続していた。誕生日の2ヵ月後に要介護1判定になり、介護保険に移行

したが、本人不利益の上、金銭管理をしている家族から1割負担支払いに対して難色を示した。 

３．実務者会として取りまとめた課題 

  ・高齢と障がいの連携方法や発信の仕方などの具体化（例：半年に 1 回研修会の開催）や、

課題に対する解決策のアイデアを更に深める必要がある。次年度の専門部会での取り組み

を提案する。 



No 所　　　属 氏　　　名

1 （社福）芦屋なかよし福祉会　なかよし工房 髙橋　浄江

2 （社福）三田谷治療教育院　芦屋翠ホーム 丸山　和幸

3 芦屋市身体障害者福祉協会 七村　千里男

4 芦屋市身体障害児者父母の会 能瀬　仁美

5 芦屋市手をつなぐ育成会 小野　幸子

6 芦屋家族会 斉藤　登

7 三田谷治療教育院障がい者相談支援事業所 山口　佐起子

8 芦屋ﾒﾝﾀﾙｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ障がい者相談支援事業所 鈴木　敦子

9 芦屋市福祉部高齢介護課 松本　匡史

10 芦屋市福祉部障害福祉課 豊原　久美

三谷　百香

丸谷　美也子

野中　萌絵

事務局

芦屋市障がい者基幹相談支援センター

芦屋市障がい者基幹相談支援センター

芦屋市障がい者基幹相談支援センター

平成28年度　自立支援協議会実務者会名簿　


